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運営規程に定める営業日について（注意喚起） 

 

 平素は本県の障害福祉施策の推進に御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、各指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等ごとに、

事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならないと

されており、当該運営規程により事業所の営業日を定めていただいているところです。 

 この営業日には、指定障害福祉サービス等の提供として、レクリエーション行事等

を通常の開所日と異なる日（週休日等）に開催される場合も含み、指定障害福祉サー

ビス等を提供される日はすべて営業日として運営規程に定めていただく必要があり

ますので、改めて御了知くださるようお願いします。 

なお、この取扱いにより運営規程を変更される場合は、変更後、その旨を本県あて

届け出いただくようお願いします。 

 

記 

 

１ 運営規程への掲載例 

営業日 

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、レクリエーション行事等の実施のため、上記以外の日を営業日とす

ることがある。 

（その場合、支給決定障害者（または通所給付決定保護者）等に周知を行う。） 

 

 

 

 

 担当 

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 

 企画・指導係 

 電話 077-528-3544 


